
経験年数に応じた研修
下記の経験年数に達する方、及び前年度までに受講されていない方が対象です。

初任者 ３年目 ６年目 １２年目

幼稚園教諭

小学校教諭※

中学校教諭※

高等学校教諭

特別支援学校教諭

養護教諭

栄養教諭

学校栄養職員

小学校教諭※

中学校教諭※

高等学校教諭

特別支援学校教諭

小学校教諭※

中学校教諭※

高等学校教諭

特別支援学校教諭

養護教諭

幼稚園教諭

小学校教諭※

中学校教諭※

高等学校教諭

特別支援学校教諭

養護教諭

栄養教諭

学校栄養職員

常勤講師（非常勤講師）

常勤講師の方で、今までに当研修及び初任者研修を受講されていない方

小学校・中学校に勤務されている方は、各教育事務所が開設する研修に参加してください。
（受講済みの方で、再度受講を希望される方）
小・中学校に勤務されている方は教育事務所、高等学校・特別支援学校に勤務されている方は校
長先生の判断で受講ができます。非常勤講師で受講を希望される方も、
同様です

職務に応じた研修
下記の職務に初めて就かれた方、及び前年度までに受講されていない方が対象です。

新任校長 新任教頭 新任部主事 新任主幹教諭

小学校校長

中学校校長

高等学校校長

(副校長)

特別支援学校校長

(副校長)

小学校教頭

中学校教頭

高等学校教頭

特別支援学校教頭

特別支援学校教諭 小学校主幹教諭

中学校主幹教諭

新任教務主任
（小学校）

特別支援学級・通

級学級指導教室新

任担当教員

（中学校）

特別支援学級新任

担当教員

（特別支援学校）

特別支援学校新任

担当教員

小学校

中学校

高等学校

特別支援学校

小学校

中学校

高等学校

特別支援学校

小学校

中学校

高等学校

特別支援学校

※の研修については、岐阜市の小学校・中学校に勤務されている方は総合教育センターの受講
対象にはなりません。岐阜市教育研究所が開設する研修に参加してください。

基 本 研 修

（経験年数や職務に応じて、必ず受講しなければならない研修です）

新任

生徒指導主事

新任

進路指導主事


